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文
部
科
学
省

○

令
第
一
号

国
土
交
通
省

ア
イ
ヌ
の
人
々
の
誇
り
が
尊
重
さ
れ
る
社
会
を
実
現
す
る
た
め
の
施
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十
一
年
法

律
第
十
六
号
）
第
二
条
第
三
項
、
第
二
十
二
条
第
二
項
、
第
二
十
四
条
及
び
第
四
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
土
交

通
省
・
文
部
科
学
省
関
係
ア
イ
ヌ
の
人
々
の
誇
り
が
尊
重
さ
れ
る
社
会
を
実
現
す
る
た
め
の
施
策
の
推
進
に
関
す
る
法

律
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
元
年
五
月
十
七
日

文
部
科
学
大
臣

柴
山

昌
彦

国
土
交
通
大
臣

石
井

啓
一

国
土
交
通
省
・
文
部
科
学
省
関
係
ア
イ
ヌ
の
人
々
の
誇
り
が
尊
重
さ
れ
る
社
会
を
実
現
す
る
た
め
の
施
策
の
推

進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

（
法
第
二
条
第
三
項
の
国
土
交
通
省
令
・
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
場
所
及
び
施
設
）

第
一
条

ア
イ
ヌ
の
人
々
の
誇
り
が
尊
重
さ
れ
る
社
会
を
実
現
す
る
た
め
の
施
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法

」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
三
項
の
国
土
交
通
省
令
・
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
場
所
は
、
北
海
道
白
老
郡
白
老
町
の

区
域
内
の
国
土
交
通
大
臣
及
び
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
場
所
と
し
、
同
項
の
国
土
交
通
省
令
・
文
部
科
学
省
令
で

定
め
る
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
そ
の
敷
地
を
含
む
。
）
と
す
る
。
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一

国
立
民
族
共
生
公
園

二

国
立
ア
イ
ヌ
民
族
博
物
館

三

慰
霊
施
設

四

前
三
号
に
掲
げ
る
施
設
を
管
理
す
る
た
め
の
施
設
そ
の
他
前
三
号
に
掲
げ
る
施
設
の
効
用
を
全
う
す
る
施
設

（
指
定
の
申
請
）

第
二
条

法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請

書
を
国
土
交
通
大
臣
及
び
文
部
科
学
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

二

事
務
所
の
所
在
地

三

法
第
二
十
一
条
に
規
定
す
る
業
務
の
開
始
の
予
定
日

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

定
款
及
び
登
記
事
項
証
明
書

二

最
近
の
事
業
年
度
に
お
け
る
貸
借
対
照
表

三

役
員
の
名
簿
及
び
履
歴
書

四

指
定
の
申
請
に
関
す
る
意
思
の
決
定
を
証
す
る
書
類

五

組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
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六

法
第
二
十
一
条
に
規
定
す
る
業
務
の
実
施
に
関
す
る
基
本
的
な
計
画

七

法
第
二
十
条
第
二
項
第
三
号
に
該
当
し
な
い
旨
を
証
す
る
書
類

八

そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

（
名
称
等
の
変
更
の
届
出
）

第
三
条

指
定
法
人
（
法
第
二
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
指
定
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
同
条
第
四
項
の
規

定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
国
土
交
通
大
臣
及
び
文
部
科

学
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

変
更
後
の
名
称
、
住
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地

二

変
更
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

三

変
更
し
よ
う
と
す
る
理
由

（
民
族
共
生
象
徴
空
間
構
成
施
設
管
理
業
務
規
程
の
認
可
の
申
請
）

第
四
条

指
定
法
人
は
、
法
第
二
十
二
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を

記
載
し
た
申
請
書
に
、
当
該
認
可
に
係
る
民
族
共
生
象
徴
空
間
構
成
施
設
管
理
業
務
規
程
を
添
付
し
て
、
国
土
交
通

大
臣
及
び
文
部
科
学
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

指
定
法
人
は
、
法
第
二
十
二
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
国
土
交
通
大
臣
及
び
文
部
科
学
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

二

変
更
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

三

変
更
し
よ
う
と
す
る
理
由

（
民
族
共
生
象
徴
空
間
構
成
施
設
管
理
業
務
規
程
で
定
め
る
べ
き
事
項
）

第
五
条

法
第
二
十
二
条
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
・
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

民
族
共
生
象
徴
空
間
構
成
施
設
管
理
業
務
の
実
施
の
方
法
に
関
す
る
事
項

二

民
族
共
生
象
徴
空
間
構
成
施
設
の
入
場
料
等
に
関
す
る
事
項

三

民
族
共
生
象
徴
空
間
構
成
施
設
の
公
開
日
時
に
関
す
る
事
項

四

民
族
共
生
象
徴
空
間
構
成
施
設
管
理
業
務
を
行
う
事
務
所
に
関
す
る
事
項

五

民
族
共
生
象
徴
空
間
構
成
施
設
管
理
業
務
に
関
す
る
書
類
の
管
理
に
関
す
る
事
項

六

そ
の
他
民
族
共
生
象
徴
空
間
構
成
施
設
管
理
業
務
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項

（
事
業
計
画
等
の
認
可
の
申
請
）

第
六
条

指
定
法
人
は
、
法
第
二
十
三
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を

記
載
し
た
申
請
書
に
、
当
該
認
可
に
係
る
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
を
添
付
し
て
、
国
土
交
通
大
臣
及
び
文
部

科
学
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

指
定
法
人
は
、
法
第
二
十
三
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
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項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
国
土
交
通
大
臣
及
び
文
部
科
学
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

二

変
更
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

三

変
更
し
よ
う
と
す
る
理
由

（
区
分
経
理
の
方
法
）

第
七
条

指
定
法
人
は
、
民
族
共
生
象
徴
空
間
構
成
施
設
管
理
業
務
に
関
す
る
経
理
に
つ
い
て
特
別
の
勘
定
を
設
け
、

民
族
共
生
象
徴
空
間
構
成
施
設
管
理
業
務
以
外
の
業
務
に
関
す
る
経
理
と
区
分
し
て
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

指
定
法
人
は
、
民
族
共
生
象
徴
空
間
構
成
施
設
管
理
業
務
と
民
族
共
生
象
徴
空
間
構
成
施
設
管
理
業
務
以
外
の
業

務
の
双
方
に
関
連
す
る
収
入
及
び
費
用
に
つ
い
て
は
、
適
正
な
基
準
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
の
業
務
に
配
分
し
て
経
理
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
役
員
の
選
任
及
び
解
任
の
認
可
の
申
請
）

第
八
条

指
定
法
人
は
、
法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
国
土
交
通
大
臣
及
び
文
部
科
学
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

役
員
と
し
て
選
任
し
よ
う
と
す
る
者
の
氏
名
又
は
解
任
し
よ
う
と
す
る
役
員
の
氏
名

二

選
任
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
の
履
歴

三

解
任
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
理
由
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２

役
員
の
選
任
に
係
る
前
項
の
申
請
書
に
は
、
役
員
と
し
て
選
任
し
よ
う
と
す
る
者
が
法
第
二
十
条
第
二
項
第
三
号

イ
及
び
ロ
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
旨
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
検
査
員
証
）

第
九
条

法
第
二
十
八
条
第
二
項
の
証
明
書
は
、
別
記
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
ア
イ
ヌ
文
化
の
振
興
並
び
に
ア
イ
ヌ
の
伝
統
等
に
関
す
る
知
識
の
普
及
及
び
啓
発
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
廃

止
）

第
二
条

ア
イ
ヌ
文
化
の
振
興
並
び
に
ア
イ
ヌ
の
伝
統
等
に
関
す
る
知
識
の
普
及
及
び
啓
発
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

（
平
成
九
年
総
理
府
令
・
文
部
省
令
第
一
号
）
は
、
廃
止
す
る
。
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別記様式（第九条関係）

（表）

第 号

官職

写 真 氏名

年 月 日生

アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する

法律第28条第２項の規定による

検 査 員 証

年 月 日発 行

年 月 日限り有効

発行者名 印
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（裏）

アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための
施策の推進に関する法律抜粋

第28条 国土交通大臣及び文部科学大臣は、この法律の施行に必要な限度にお

いて、指定法人に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、指定

法人の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検

査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

２ 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し

、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

３ 第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたもの

と解してはならない。

第44条 第28条第１項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又

は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規

定による質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をした者は、30万円以

下の罰金に処する。

２ 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、そ

の法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰

するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

（備考） １ 用紙の大きさは、日本工業規格Ｂ７とする。

２ 発行者は、国土交通大臣又は文部科学大臣とする。


